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離婚調停中の妻の財産を調べたい

【質問】私は妻と離婚調停中です。再婚して

1 2年余り同居していましたが、突然妻は出て

いきました。個人で、高級輸入品の小売業をして

おり、妻に、専従者給与を毎月 50万円支払っ

てきたので、結婚してから名目で7200万

円支払っています。ととろが、妻は預金が

200万円しかないと言っています。財産をど

こかに隠していると思いますが、調べる方法は

ありますか。

【回答】離婚において、財産分与は一番もめる

論点です。双方とも正直に、自分の管理してい

る預貯金、株式等の有価証券、生命保険、金な

どの財産を開示すれば、スムーズに進みますが、

財産を隠す場合が少なくありません。お互いに、

相手方の財産開示を求めることになりますが、

これを拒否することがあります。

例えば、自分は離婚をしたくないし、離婚原

因がないから離婚は認められないので財産開示

をしない、と反論することがあります。しかし

離婚訴訟の場合でも、離婚原因の審理と付帯処

分事項である財産分与に閲しては、審理は並行

して行われます。離婚原因がl器められる場合に、

初めて財産分与の審理に進むという先後関係は

ありません。調停でも同様で、裁判所は、開示

を拒否する配偶者にも財産開示を求めます。

ほかにも、財産分与対象財産の存在は、財産

分与請求をする権利者の方に証明責任があるか

ら任意に開示する必要はない、…と言って頑張る
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人もいます。確かに財産分与を主張する側に証

明責任がありますが、調査嘱託申立により財産

調査をすることができますから、裁判所も財産

開示をするよう強く促します。また不誠実な財

産開示拒否をすると、裁判所の心証も悪く、不

利益な判断をされることがあり得ます。

この調査嘱託申立についてはまず、相手方に

対しできる限り具体的に財産開示を求めます。

例えば00銀行に預貯金がある、 00証券会社

で株式取引をしている、 00生命保険会社に掛

け捨てではない保険がある、勤務先での財形貯

蓄がある、退職金が支給される、などと指摘し

て開示を求めます。なおも任意に開示しない場

合には、それらの金融機関、証券会社、生命保

険会社、勤務先等につき、裁判所ヘ調査嘱託の

申立をして、調査に回答してもらうことができ

ます。ここまですれば、任意に開示することが

多いとは思います。

ただし、この調査嘱託申立では、相手方の預

貯金について、金融機関、証券会社などの支庖

名を特定したうえで、蓋然性を具体的に疎明し

て申し立てることにより裁判所は採用します。

まったく当てず、っぽうで申し立てると、探索的

だという理由で採用してもらえません。しかも、

調査事項として認められるのは原則として、基

準時点での残高のみです。その前に預貯金など

を、他の預金口座等に資金移動している疑いが

ある場合には、過去にさかのぼって取引履歴を

調査する必要はあるのですが、具体的に疎明し

ないと、裁判所は認めてくれません。私の経験

では、最長で別居前2、3年でした。


